
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校教育活動等の実施における 

「学びの保障」の方向性等について（通知）（令和２年５月１５日）【概要】 

 

○ 今後、長期間にわたり新型コロナウイルス感染症とともに生きていかなければならないと

いう認識に立ち、感染症対策と子供たちの健やかな学びを保障することとの両立を図る

ための基本的な考え方と取組の方向性をまとめたもの。 

○ 今後、各取組の詳細について、調整が整ったものから随時お知らせしていく。 

 

 １．新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえでの「学びの保障」 

○ 学校・家庭・地域が連携し、あらゆる手段で、子供たちを誰一人取り残すことなく、最大

限に学びを保障。一旦収束しても再度感染者が増加する事態等も想定し柔軟な対応

が可能となるよう ICT環境の整備を含めて準備。 

○ 「新しい生活様式」を踏まえ、学校教育活動の実施に必要な措置を講じる。 

※文科省において「新しい生活様式」を踏まえた学校における新型コロナウイルス感染症対策

マニュアルを作成・提供予定。 

○ 基礎疾患等や保護者の意向で感染予防のため欠席する場合の配慮や虐待のリスク

がある子供等は登校させて見守るなど、きめ細かく対応。 

 

 ２．子供たちの「学びの保障」のための教育活動について 

○ 学校教育が協働的な学び合いの中で行われることに鑑み、臨時休業や分散登校期間

中であっても、教師が児童生徒の状況を丁寧に把握し、学びを止めないよう支援。 

○ 新学習指導要領の趣旨に則り、以下の基本的な考え方に基づき教育課程を編成。 

• ①育成すべき資質・能力を意識して、②指導内容を明確化し、③指導方法を柔軟に見直す 

• 「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」をバランスよく育

成、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け指導方法を工夫改善 

• カリキュラム・マネジメントの実施（自治体・国はそれを支援） 

 
 

○ 人的・物的体制の整備に当たっては、既定予算による関連事業を活用（地方創生臨時交

付金も充当可能）。今後、追加の財政措置についても適宜情報提供を予定。 

○ 高校入試の出題範囲や内容、方法の適切な工夫等の配慮を実施者に依頼。 

○ 具体的には、以下の取組を実施。 

• 小６・中３・高３等の優先的な分散登校、学校の空き教室・社会教育施設等を活用 

• 長期休業や土曜の活用、1 コマ 40～45分に短縮しての１日当たりのコマ数の増加 

• 上記を行ってもなお年度当初予定していた内容の指導を本年度中に終えることが困

難な場合の対応として、特例的に 

①令和３～４年度までを見通した教育課程の編成を可能にする 

②授業を学習への動機付けや協働学習、学校でしか実施できない実習等に重点化 

（定着が不十分な子供は個別に指導） 

• 学校や家庭にあるあらゆる ICT機器等を最大限活用（R元・2年度補正予算も活用） 

• 各設置者において、各学校の教育活動に対する支援 

※今後、文科省において、学校において上記取組を実施するために必要な人的・物的体制の整

備や教育課程編成・実施に係る助言、教科等ごとの留意点・具体的な活動例等を示す予定。 
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